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「タイガー警備保障株式会社」への出向に関する団体交渉開催の申し入れ

２月１日から京都駅の熊沢 守さん、大阪仕業検査車両所の多田一夫さんがタイガー警

備保証株式会社へ出向となったままである。

タイガー警備保障株式会社はＪＲ東海の関連会社ではなく、２名の出向命令は出向規程

第２条に違反するものである。

したがって、下記のとおり「出向規程」に基づくタイガー警備保障株式会社への出向に

関する団体交渉を早急に開催することを申し入れる。

記

１．「タイガー警備保障株式会社」への出向に関する団体交渉を早急に開催すること。

以上


